
大田区手話講習会（初級）募集案内 

講習期間 令和６年４月～令和７年３月（各課程：全 40回） 

募集期間 令和６年２月１日（木）～2月 23日（金）必着 

定員 昼コース、夜コース 各 50名（定員を超えた場合は抽選） 

実施予定 

 初級課程 

昼コース：月曜日 １３：３０ ～ １５：３０ 

夜コース：月曜日 １９：００ ～ ２１：００ 

参考 

 中級課程 

昼コース：火曜日 13：30～15：30 

  夜コース：火曜日 19：00～21：00 

 上級課程 

  昼コース：金曜日 13：30～15：30 

  夜コース：木曜日 19：00～21：00 

実施場所 
大田区立障がい者総合サポートセンター 

※ 実施場所が変更になることがあります。 

 

主催 
大田区 

大田区立障がい者総合サポートセンター 

事業運営 

大田区手話講習会運営委員会 

（東京手話通訳等派遣センター・ 

大田区聴覚障害者協会・大田区登録手話通訳者会） 

※ 初級課程未受講で、中級・上級課程の受講をご希望される方は別途ご相談ください。 
 

１ 対象者 

  区内在住・在勤・在学で次のすべてに該当する方 

（１）高校生以上で聴覚に障がいがない 

（２）聴覚障がい者の福祉に理解と熱意がある 

（３）講習修了後に地域生活の中で手話を活用していただける 

（４）上級まで継続して（３年間）受講できる（各課程修了のためには３分の２以上

の出席が必須です。） 

※ 過去に大田区手話講習会初級課程を修了している方は、申込不可となります。 

※ 受講開始後に、過去初級課程を修了していることが判明した場合、その時点で 

受講を中止していただきます。 



２ 内容 

（１）聴覚障がい者の基礎知識を学び理解する。 

（２）手話の基礎的単語を習得する。 

（３）習得した手話や筆談を交え、基本的コミュニケーションが出来るようにする。 

等 

 

３ 応募方法 

  往復はがきに、 

（１）講習会の名称 

（２）郵便番号／住所 

（３）氏名（ふりがな） 

（４）年齢 

（５）電話番号 

（６）昼コース・夜コースの希望 

（７）在勤・在学の方は勤務先・通学先を明記 

を、ご記入のうえ、郵送または持参ください。（返信用はがきにも必ず返信先を記入） 

※ 家族に聴覚障がいのある方がおり、手話を覚える必要がある等の 

特別な事情がある方は、その旨記載してください。 

 

● 往復はがきの書き方（例） 

  

143-0024 

 

大田区中央 4-30-11 

大田区立障がい者総合

サポートセンター 

手話通訳派遣窓口 宛 

 

※注意 

返信ハガキの 

裏面は記入しない

でください。 

 000-0000 

 

（申込者の） 

住所 

氏名 様 

 

 

（１）～（７）の 

項目を記入 

してください。 

 

４ 募集期間 

令和６年 2月 1日（木）～2月２3日（金）必着 

※ 消印ではなく必着です。 

募集期間外の受付は一切行いませんので、ご注意ください。 

 

往信用（表） 返信用（表） 往信用（裏） 返信用（裏） 



５ 申し込み先 

  〒143-0024 

   大田区中央 4-30-11 

大田区立障がい者総合サポートセンター 手話通訳等派遣窓口 宛 

 

６ 結果の通知 

  令和６年 2月下旬以降返信用はがきにて通知 

 

７ その他 

（１）受講費用は無料ですが、別途テキストの購入（自己負担）が必要になります。 

※令和７年度より、養成カリキュラムの変更を予定しております。カリキュラム

の変更に伴い、中級課程に移行する際、新テキストを購入していただく可能性

があります。 

また、新テキストに付属する動画を視聴する際に、インターネット環境が必要

になる可能性があります。 

以上、２点について、ご理解とご了承をお願いいたします。 

  （２）申込みは、ひとり１コースとなります。両方（昼コース、夜コース）に申込む

ことはできません。 

  （３）申込者が定員を超えた場合は、抽選となります。 

  （４）感染症の拡大等、社会情勢によっては、開催の中止や休止、開催時間の変更・

短縮などの可能性があります。 

  （５）（４）の状況等により、通常開催が困難な場合は、オンラインを使用した開催の

可能性があります。その場合は、インターネット環境をご準備いただく必要が

ありますが、個別のサポートは行いません。また、通信料等関連費用は自己負

担となります。 

  （６）受講決定後及び年度途中の受講課程・コースの変更はできません。 

  （７）全課程を対象とした全体講演会等を、月曜日以外に実施することがあります。 

※（１）～（７）をご理解・ご了承のうえ申し込みをお願いいたします。 


